プレシス本厚木コンフォート管理組合　第９期第7回理事会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
	日　　時
	２０２２年１１月２０日（ 日 ）午前１０時００分から午後１時００分

	場　　所
	名　称：伏見管理サービス株式会社　第２事業所　会議室
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１６号



	役員
出欠
状況
	第９期役員総数８名中、５名の出席　　

	
	部屋番号
	組合員名
	役職
	備考
	出欠

	
	６０２
	亀　山　知　宏
	理事長
	会計・建物・設備担当兼務
	出席

	
	６０６
	中　村　健　志
	副理事長
	自治会・地域担当兼務
	出席

	
	８０３
	大　友　 　隆
	理　事
	防犯・防災担当
	出席

	
	３０６
	曽　根　満　生
	理　事
	
	欠席

	
	５０３
	田　澤　　　裕
	理　事
	駐車場担当
	欠席

	
	９０６
	平　出　祐　介
	理　事
	生活環境担当
	出席

	
	１２０６
	全　　　香　花
	理　事
	
	出席

	
	１１０３
	中　村　隆　行
	監　事
	
	欠席



	他出席者
	伏見管理サービス㈱　石井
	以下「管理会社」という

	
	Ｔ.Ｄ.Ｓ　松本
	以下「ＴＤＳ」という



【議事内容】

	議題１．建物診断調査及び駐車場上部の空きスペースについて

	第９期第１回臨時総会にて決議された１０年目の建物診断調査について、ＴＤＳから各戸へ配付予定のアンケート書面の説明があった。ＴＤＳの標準的な大規模修繕をベースとしたアンケートに対して、建物診断調査に一部文言を修正したアンケートとなっている。
『ご回答いただいた内容、ご要望、ご希望は大規模修繕計画・長期修繕計画の参考にさせていただきますが、必ずしもすべてが改善、実現できるものではありませんのであらかじめご了承、ご理解ください。』とのコメントを記載する事で、全ての部分を修繕する訳では無い事を周知した上で、アンケートを出す事で、後から修繕していないとのクレームにならない様にとの説明があった。
特に異議なく了承し、１２月２日（金）をアンケート配布し、過去実績で最も回収率が高い土日を２回挟んだ１２月１１日（日）を締め切りとして、全戸配付の実施をＴＤＳへ依頼した。その後、立入調査にご協力頂く全住戸に対して、１２月１６日（金）に調査案内を配布し、１２月２２日（火）に実際に立入調査をする事とした。
調査する前から既に理事の方からバルコニーの防水部分が掃除する頻度が高い事で剥がれているとの指摘が複数あった。
仮に調査住戸数が７戸よりも多くなってしまった場合は、傷みが大きい住戸を優先して調査する。逆に少なかった場合は、理事の方の住戸に調査をご協力頂きたいとの要望がＴＤＳからあった。
また、機械式駐車装置の撤去に伴い空きスペースとなっている上部空間への集会室等への用途として活用について、ＴＤＳへ相談を行った。協議の結果、内容からすると確認申請を伴う大掛かりな工事となる可能性があるとの回答がＴＤＳよりあり、申請の有無を含めて確認調査を依頼した。
次回理事会１月８日（日）にアンケート結果を報告して頂く様にＴＤＳへ依頼した。
もし仮に工事可能であれば、空きスペースを活用が出来て、そこで総会を実施出来る可能性もある。
もし工事不可であれば、廃案にするだけとなり、来期以降の理事会で空きスペースの会議室を設置する審議をする必要も無くなる。


	議題２．第１０期予算について

	第９期第１回及び第２回臨時総会決議を反映させた第１０期予算案の策定を管理会社に依頼した。
第１０期から管理費・修繕費・駐車場会計の収支予算が大きく変わるので、それに追従して会計を変更する。


	議題３．役員協力金制度の再検討について

	第９期第２回臨時総会で審議保留扱いとなっていた理事会役員辞退時の協力負担金制度について、総会での意見を反映させた改良案策定のためのアンケート案の検討を行った。協議の結果、免除・減免要望があった際に、案①：その理由等の個人情報を総会資料で公開するか、案②：口頭で説明するかの選択制の設問に加えて、その理由を記述式にて記載すること、また情報開示の内規を作成の上、協力金が高いとの意見を勘案して、複数の月々の固定費削減案を合わせて提示し、アンケートを実施する事とした。

	＜協議内容＞
個人情報保護及び基本的人権に関する規定、別で運用詳細を設けるのはどうか？（大友理事）
基本的人権の観点としては、唯一年齢の部分に該当する懸念があるが、後期高齢者（７５歳以上）を区別する為に必要と考えている。管理規約・使用細則に基づき、ルールを順守する事は当然として、個人情報保護の観点を考慮して、理事会の中で、運用細則や引継ぎ資料で対応したいと考えている。但し、標準管理規約には個人情報保護の観点は記載が無いので、一からルール作成する事に困っている為、まずはアンケートで良い案があれば採用したいと考えている。理事報酬制にした場合、今よりも確実に管理費が高くなり、過去のアンケートを実施した結果、お金に困っている世帯が多い懸念があり、今回は理事会に参加すれば管理費の金額を維持が出来る協力金の手段にした。（理事長）
次回理事会までに、一から全部運用細則の叩き台資料を大友理事が作成する事とした。
部屋番号・名前は記載せずに、特に付帯条件の欠席理由の事例（全額・半額）だけ引継ぎ資料に残す。個人情報が不要になった時点でのシュレッダーで廃棄する。（廃却時期は要相談）
次期理事は２月時点で確定しないと、定期総会が３月末までに間に合わない。予め立候補者・推薦者を募る必要があることから、来年１月度理事会にて公募書面案の提示を管理会社に依頼した。また公募の結果に基づいて、立候補者・推薦者を除く残り１０名枠は輪番表から招集する（２月度理事会）ことを確認した。
尚、第三者管理方式で管理会社に委託した場合は、管理費（委託費用）が高くなり、マンション管理組合から細かい部分の改善要求が進まないリスクが非常に高くなり、各区分所有者が無関心になるリスクが高いと想定される。（理事長）


	議題４．生活総合サポートサービスについて

	生活総合サポートサービスは、全戸一括加入する事を前提で月額３３０円・戸／月で加入している。
もしこのサービスを契約解除した場合、懸念事項としては、自分で業者を調査が出来ない方が自力で業者を調査・手配する必要があるので、保険扱いとも捉えられる。但し、理事の意見で電話回線が繋がりにくいとの意見もあった。管理会社より、１度契約解除しても、再度契約する事は可能であるが、管理組合で合意形成を得るのは難しいであろうとの説明があった。全戸での一括加入している専有部内に各種サービスを提供する管理会社の生活総合サポートサービスについて、継続の是非を問うアンケートを実施する事とした。尚、利用促進のためのキャンペーン実施のチラシ配付を行う予定であるとの報告が管理会社からあったことから、同チラシとアンケートを同封の上、全戸へ配付する事とした。


	議題５．その他

	以下の内容について、協議をそれぞれ行った。意見・結果と併せて記載する。

	消防査察時の指摘項目の是正について、下記４点の指摘があった。
１：消防計画の内容変更されている為、作成変更し届出をする事。
（消防法 第八条及び消防法施行規則 第三十条より）
２：消防設備等の点検が実施されていますが、最終結果報告が未提出。その結果を報告する事。
（消防法 第十七条の三の三より）
３：消火器を設置した箇所の消火器と、表示した標識が不明の為、交換する事。
（消防法施行規則 第九条）
４：自動火災報知器の受信機が鍵のかけている管理人室内に含めて、災害時に確認が出来る処置を取る事。
消防計画の策定・提出は、２０２３年４月末までと回答する事とし、2月の理事会まで叩き台資料完成の対応を防火・防災担当理事へ依頼した。消防設備点検の結果報告については、別途日程を確認する事とした。管理会社から、劣化した部分の消火器プレート更新の見積書（６２，７００円・税込）の提示と火災時の管理室扉のパニックオープン（電気錠の為、自動開錠機能）は付帯があり、鍵の保有に関わらず、アクセス可能であるとの報告があった。
協議の結果、消火器プレート（５０枚）交換工事の発注を理事会決定事項とした。また同工事日程及び１１月実施の消防設備点検報告書の提出時期を担当理事へ報告することを管理会社に指示した。

	２０２２年４月から新たな制度として始まったマンション管理適正評価制度について、当マンションの現状を確認・共有した。現在は管理会社でマンション管理適正評価制度の業務を請負していない。詳細としては、防災関連の加点が今後の強化ポイントであるとの見解に至った。当マンションの防災用名簿は現在作成が出来ていない。管理会社が管理している他の中規模マンションでは防災隊を結成している事例は無い。大規模（２００～３００世帯）マンションでは防災隊を結成している事例はある。先般実施した消防訓練結果と厚木市旭町の指定避難場所及び厚木市災害リスクの周知文書を、前述アンケートと同様に全戸へ配付・周知することとした。
マンション管理適正評価制度で、もし高評価だった場合は、大規模修繕工事の借用する金利を下げる等のメリットはある。理事長の仮評価で１００点中９３点取得の見込み。上記内容の周知をする事で９５点に加点する事が可能な見込み。マンション管理適正評価制度と似た様な制度で、厚木市マンション管理適正化推進計画もある。来期以降の引継ぎ事項とする。

	自転車置場使用細則の改定について、今期定期総会での改定議案上程を前提に、駐輪ステッカー貼付箇所の指定を謳う細則について、次回理事会までに内容を確認した上で協議する事とした。
Ｎｏ４については、１０月から契約済みとなっており、現状の空区画（Ｎｏ３４）に駐輪中の自転車に対して、理事長が警察を呼んで自転車の防犯登録を立会いし、盗難車両では無い事を確認出来た為、処分実行を盛り込んだ注意喚起書面の貼付を行う事とし、対応を管理会社に依頼した。

	北側扉の工事案内について、１２月末に残りの鍵部品が届くとの情報があり、日程が確定していない為、１月７日～３０日での範囲で工事案内文を出す事とした。

	⑤防犯カメラ設置の工事案内について、工事日程が確定次第、工事日を記載して掲示する事とした。

	⑥一時駐車場のルール違反について、１０月１０日に一時駐車場の駐車時間が所定の時間を超過していた居住者（２０３号室）に対して、厳重注意の書面を個別投函する事とした。

	⑦第９期第１回＆第２回臨時総会での管理規約・使用細則の修正した資料作成について、次回理事会までに管理会社の方で作成するとの報告があった。

	⑧第９期第２回臨時総会のアミューの会議室使用費用の支払いについて、会計理事から管理会社に対して、９００円分を支払ったとの報告があった。第９期定期総会の会場予約は、次回理事会で実施する事とした。

	⑨６０６号室ディスポーザー廃止工事については、まだ対応出来ていない。年内に対応するとの報告があった。工事業者を発注依頼中。工事完了しない場合は第９期定期総会で報告する事になる。

	⑩ゴミ置き場へのコンバット設置について、毎年１０月に設置して、少し高い位置に置くなどの記載を生活担当理事として、今期中に引継ぎ資料の作成する事とした。

	⑪駐車場料金相場について、次回理事会までに理事長の方で確認する事とした。

	議題４．報告事項

	管理会社から、会計収支報告及び各種点検結果について報告があり、異議なく了承した。
管理委託費用について、契約としては１１月から減額する事となっているが、会計上は１２月で１１月の減額分を合わせた価格で調整する予定。１１月からエレベーター保守点検会社は三菱からＳＥＣへ変更している。自動ドアの保守点検結果については、いくつか△項目がある状況となっている。１０年で部品交換しているケースが多い。植栽剪定は完了済。駐車場のカーブミラー設置については工事完了済。鍵シリンダーの予備品は管理会社の方へ納入済。
部品交換の納期としては、機械式駐車場のモーターで長くて１年、機械式駐車場やエレベーターの制御系部品も納期が長期化していると管理会社の方から報告があった。各設備（特に機械式駐車場とエレベーター）の修繕の考え方について、今後の検討課題とする事とした。尚、点検の結果、指摘がなされている自動ドア及び機械式駐車装置について、次回理事会にて不具合是正の見積り提示を管理会社に依頼した。





以上、本議事録は２０２２年１１月２０日（日）に開催されたプレシス本厚木コンフォート管理組合第９期７回理事会の内容のとおりであることを認め、署名押印する。

名　称：プレシス本厚木コンフォート管理組合
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１１号

　　　　　年　　　月　　　日


　　　　　　　　議事録署名人　（議　　　長）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　　　　　　　　議事録署名人　（区分所有者）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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